
【管理番号】第１２８１６４７号

【総通号数】第１６９号

（１９）【発行国・地域】日本国特許庁（ＪＰ）

（１２）【公報種別】特許審決公報

【発行日】平成２６年１月３１日（２０１４．１．３１）

【種別】無効の審決

【審判番号】無効２０１１－８００２６３（Ｐ２０１１－８００２６３／Ｊ３）

【審判請求日】平成２３年１２月２２日（２０１１．１２．２２）

【確定日】平成２５年１０月９日（２０１３．１０．９）

【審決分類】

Ｐ１１１３．１２１－ＺＤ　（Ｅ０４Ｈ）

Ｐ１１１３．８５１－ＺＤ　（Ｅ０４Ｈ）

Ｐ１１１３．８５３－ＺＤ　（Ｅ０４Ｈ）

【訂正明細書】有

【請求人】

【氏名又は名称】鹿島建設　株式会社

【住所又は居所】東京都港区元赤坂一丁目３番１号

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】塩田　康弘

【被請求人】

【氏名又は名称】株式会社　竹中工務店

【住所又は居所】大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】中島　淳

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】加藤　和詳

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】福田　浩志

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】坂手　英博

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】清武　史郎

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】上野　敏範

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】竹内　満

【事件の表示】

　上記当事者間の特許第４７００８１７号発明「制震架構」の特許無効審判事件について，次のとおり審決する

。

【結　論】

　訂正を認める。

　特許第４７００８１７号の請求項１に係る発明についての特許を無効とする。



(2) 無効２０１１－８００２６３

　特許第４７００８１７号の請求項２に係る発明についての審判請求は，成り立たない。

　審判費用は，その２分の１を請求人の負担とし，２分の１を被請求人の負担とする。

【理　由】

第１　手続の経緯

　平成１３年　２月　２日：出願（特願２００１－２６９２８号）

　平成２３年　３月１１日：設定登録（特許第４７００８１７号）

　平成２３年１２月２２日：本件審判請求

　平成２４年　３月１９日：被請求人より答弁書，訂正請求書提出

　平成２４年　５月　８日：請求人より弁駁書提出

　平成２４年　７月２０日：審理事項通知

　平成２４年　８月１０日：請求人より口頭審理陳述要領書提出

　平成２４年　８月１４日：被請求人より口頭審理陳述要領書提出

　平成２４年　８月２８日：請求人より口頭審理陳述要領書２提出

　平成２４年　８月２８日：口頭審理

 　 　

第２　請求人の主張

　請求人は，特許第４７００８１７号の請求項１及び２に係る発明についての特許を無効とする，審判費用は被

請求人の負担とするとの審決を求め，その理由として，以下の第１及び第２の無効理由を主張し，証拠方法とし

て，甲第１号証ないし甲第１２号証を提出した。また，平成２４年３月１９日付け訂正請求書による訂正事項１

，２は，訂正の要件を満たしておらず容認されることはないと主張した。

 　

１．無効理由の概要

（１）第１の無効理由（特許法第２９条第１項第３項）

　本件の特許請求の範囲の請求項１に記載の発明は，甲第１号証に記載された発明であるから，特許法第２９条

第１項第３号の規定により特許を受けることができない。

　　　

（２）第２の無効理由（特許法第２９条第２項）

　本件の特許請求の範囲の請求項１及び請求項２に記載の発明は，甲第１号証に記載された発明に基づき，出願

前に当業者が容易に発明することができたものであるから，特許法第２９条第２項の規定により特許を受けるこ

とができない。

　したがって，本件発明１及び２に係る特許は，特許法第１２３条第１項第２号の規定に該当するため，無効と

すべきである。

　

２．証拠方法

　請求人の提出した証拠方法は，以下のとおりである。

－審判請求書で提示－

甲第１号証　：コンクリート工学年次論文報告集　第２１巻第３号　１９９　９年，社団法人　日本コンクリー

ト工学協会，１９９９年６月２１日発行　，第１１４７頁～第１１５２頁，「論文　履歴型ダンパーを付加した

鉄筋　コンクリート造剛性偏心建物の地震応答特性に関する研究」

甲第２号証　：特開平９－８８１８２号公報

甲第３号証　：日本建築学会大会学術講演梗概集（関東），１９９７年９月　発行，第９１３頁～第９１４頁，

「高層建物への弾塑性ダンパの適用（そ　の１）捩じれ振動の制御」

甲第４号証　：日本建築学会大会学術講演梗概集（九州），１９９８年９月　発行，第４３７頁～第４３８頁，

「偏心のある架構建築の制振ブレースに　よる補強法について　（その１）偏心剛性を零とするブレース補強効

果」

甲第５号証　：第９回日本地震工学シンポジウム（１９９４）論文集　第２　分冊　東京，日本学術会議地震工

学研究連絡委員会，第１５９１頁～第１　５９６頁，「偏心のある立体ＲＣ壁フレーム構造の動的弾塑性挙動」

　

－平成２４年５月８日付け弁駁書で提示－

甲第６号証　：日本建築学会大会学術講演梗概集（関東) ，１９９３年９月　発行，第６４３頁～第６４４頁，



(3) 無効２０１１－８００２６３

「ねじれる建物の制震（ねじれ振動に対　する粘性体ダンパーの効果の実験的研究）」

甲第７号証　：日本建築学会大会学術講演梗概集（九州) ，１９９８年９月　発行，第３７９頁～第３８０頁，

「建築構造物付加粘性ダンパーの伝達関　数を用いた有効配置法」

甲第８号証　：日本建築学会大会学術講演梗概集（九州) ，１９９８年９月　発行，第８９３頁～第８９４頁，

「粘弾性体ダンパーの木造在来構法住宅　への利用（その４：ダンパーを付加した実在木造住宅の振動実験）」

　

－平成２４年８月２８日付け口頭審理陳述要領書２で提示－

甲第９号証　：新日鉄技法第３５６号（１９９５），第３８頁～第４６頁，　「耐震，免震，制振技術の開発」

甲第１０号証　：日本建築学会大会学術講演梗概集（中国)， １９９９年９　月発行，第１０８１頁～第１０８

２頁，「鋼梁ダンパーで連結された連層　耐震壁架構に関する研究（その１　地震応答特性）」

甲第１１号証　：日本建築学会　構造工学論文集Ｖｏｌ．４９Ｂ（２００３　年３月），「低降伏点鋼を用いた

境界梁ダンパーの実験的研究」

甲第１２号証　：コンクリート工学年次論文集，Ｖｏｌ．２４，Ｎｏ．２，　２００２，第１０５７頁～第１０

６２頁，「論文　制振デバイス付きＲＣ　造骨組の耐震性能に関する研究」

　

第３　被請求人の主張　

　被請求人は，本件特許第４７００８１７号の明細書を，平成２４年３月１９日付け訂正請求書に添付した訂正

明細書のとおりに訂正することを求める，本件無効審判の請求は成り立たない，審判費用は請求人の負担とする

，との審決を求め，以下のように主張している。　

 　　

１．訂正請求の適法性について

　訂正請求は，「特許請求の範囲の減縮」を目的とし，訂正請求により訂正された発明は，いずれも，願書に添

付された明細書又は図面に記載された範囲内のものである。

 　

２．請求人の主張する第１の無効理由及び第２の無効理由には理由がない。

 　　

第４　平成２４年３月１９日付け訂正請求による訂正についての当審の判断

１．訂正の内容

　平成２４年３月１９日付けの訂正請求による訂正（以下，「本件訂正」という。）は，本件特許第４７００８

１７号の明細書を訂正請求書に添付した全文訂正明細書のとおり訂正することを求めるものであり，その訂正の

内容は次のとおりである。　

 　　

（１）訂正事項１：特許請求の範囲の請求項１に「前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され

ていることを特徴とする，」とあるのを，「前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され，小地

震時にも大地震時にも制震効果を発揮することを特徴とする，」と訂正する。

（２）訂正事項２：特許請求の範囲の請求項２に「前記構造物の質量が均質で，前記構造物の外周の構面にのみ

剛性要素が有る場合に，対面する剛構面と柔構面との剛性比が２：１となるように設計されていることを特徴と

する，請求項１に記載した制震架構。」とあるのを，「減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震

架構であって，構造物の架構は，水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質

量の平衡を崩して剛心と重心が偏心するように設計されており，重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし，

該剛構面に対面して配置され，該剛構面よりも剛心からの距離が遠い側の構面を柔構面とし，前記構造物の質量

が均質で，前記構造物の外周の構面にのみ剛性要素が有る場合に，対面する剛構面と柔構面との剛性比が２：１

となるように設計されると共に前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置されていることを特徴と

する，制震架構。」と訂正する。

（３）訂正事項３：明細書の段落【００１０】を，

　「上述の課題を解決するための手段として，請求項１に記載した発明に係る制震架構は，減衰装置を取り付け

て構造物の振動応答を低減する制震架橋であって，構造物の架構は，水平方向の加振に対して捻れ振動を発生す

るように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩して剛心と重心が偏心するように設計されており，重心よりも

剛心に近い側の構面を剛構面とし，該剛構面に対面して配置され，該剛構面よりも剛心からの距離が遠い側の構

面を柔構面とし，前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され，小地震時にも大地震時にも制震
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効果を発揮することを特徴とする。」

と訂正する。

（４）訂正事項４：明細書の段落【００１１】を，

　「請求項２記載の制震架構は，減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって，構造物

の架構は，水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩して剛心

と重心が偏心するように設計されており，重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし，該剛構面に対面して配

置され，該剛構面よりも剛心からの距離が遠い側の構面を柔構面とし，前記構造物の質量が均質で，前記構造物

の外周の構面にのみ剛性要素が有る場合に，対面する剛構面と柔構面との剛性比が２：１となるように設計され

ると共に前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置されていることを特徴とする。」と訂正する。

　

２．訂正事項についての当事者の主張の概要

（１）被請求人の主張

（ア）明細書の段落【０００８】，【０００９】，【００２２】及び明細書全体の記載から明らかなように，訂

正前の請求項１に記載の発明は，次の２つの発明（技術的思想）を含んでいた。

　第１の発明は，例えば，明細書の段落【０００９】及び図１等に示されるように，小地震時にも大地震時にも

制震効果を発揮する制震架構である。これに対して第２の発明は，明細書の段落【００２２】の後段に記載の通

り，減衰装置（鋼材系のダンパー等）が降伏しない小地震時には，捻れること無く振動して制震効果を発揮しな

い一方で，減衰装置が降伏する大地震時には，捩れて制震効果を発揮する制震架構である。

　そして，訂正事項１は，訂正前の請求項１に記載の発明に対して「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮

する」との限定事項を付加することにより，訂正前の請求項１に記載の発明から上記第２の発明を排除したもの

であるから，何ら新規事項を追加するものではない。

（イ）訂正事項２は，上記訂正事項１による請求項１の訂正に伴い，訂正前の請求項１に記載の発明と訂正前の

請求項２に記載の発明とを併合し，訂正前の請求項２に記載の発明を従属形式請求項から独立形式請求項へ形式

的に書き換えたものである。つまり，上記訂正事項２は，特許請求の範囲の減縮を目的とした上記訂正事項１に

付随するものである。また，訂正後の請求項２に記載の発明は、訂正前の請求項２に記載の発明と実質的に同一

であるから，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではなく，また，何ら新規事項を追加するもので

はない。

（ウ）訂正事項３は，上記訂正事項１による訂正後の請求項１に応じて明細書の段落【０００９】を訂正するも

のであり，その目的は上記訂正事項１と同じである。また，上記訂正事項３は，実質上特許請求の範囲を拡張し

又は変更するものではなく，また，何ら新規事項を追加するものではない。

（エ）上記訂正事項４は，上記訂正事項２による訂正後の請求項２に応じて明細書の段落【００１０】を訂正す

るものであり，上記訂正事項２と同様に上記訂正事項１に付随するものである。また，上記訂正事項４は，実質

上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものではなく，また，何ら新規事項を追加するものではない。

　

（２）請求人の主張

（ア）訂正事項１は，特許時請求項１第３段落の「前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され

ている」を「前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され，小地震時にも大地震時にも制震効果

を発揮する」に訂正することを請求内容とし，実体的には「小地震時に制震効果を発揮すること」の要件が付加

されている。

　訂正請求書には訂正請求の根拠が特許時明細書（特許第４７００８１７号公報）の段落０００８，０００９，

００２２にあると説明されているが，「本件特許発明（請求項１と請求項２を含む）の制震架構が小地震時に制

震効果を発揮すること」は，特許時明細書中，記載も，類推可能な説明もされていないため，訂正事項１は特許

時明細書の記載内容を超えた拡張訂正になっている。

　よって，訂正事項１は，願書に添付された特許請求の範囲，明細書又は図面に記載した事項の範囲内において

されたものではないから，特許法第１３４条の２第１項第１号に該当しないので，特許法第１３４条の２第１項

の訂正の目的に違反している。

（イ）訂正事項２は，特許時請求項２が引用していた請求項１の全文を，特許時請求項２にのみ記載の内容を組

み合わせながら，訂正請求項２において繰り返す内容であるため，訂正事項２自体は特許時の明細書に記載の範

囲内にあると考えられる。しかしながら，訂正事項２が特許時の明細書に記載の範囲内にあるとしても，特許時

の請求項１の全文の繰り返しであるとすれば，特許時請求項２の要件を更に限定する内容になっていないため、
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特許法第１３４条の２第１項に規定する訂正の目的（特許請求の範囲の減縮，誤記又は誤訳の訂正，明瞭でない

記載の釈明 ）（特許法第１３４条の２第１項各号）のいずれにも該当せず，訂正の要件を満たしていない。

　

３．当審の判断

　本件特許明細書【０００９】段落には，発明の目的として「構造物が水平方向に加振されたときに，同構造物

が捻れ振動を起こすことにより，減衰装置を設置した特定の架構面に変形を集中させ，減衰装置の作用効果を最

大限度に発揮させるように工夫した制震架構を提供することである。」と記載されている。そして，減衰装置は

，地震の大小に関係なく地震時に機能すれば良いことが根底にあると考えられ，【００２２】段落には，「ダン

パー３、７の構造形式と種類に関しては，オイルダンパー，粘弾性ダンパー，鋼材系のダンパー，摩擦ダンパー

等々を適宜に使用することができる。」と記載されていることから，ダンパーの種類として，オイルダンパー，

粘弾性ダンパーを用いた場合には，それらのダンパーの機能特性からして，小地震時には捻れて制震効果を発揮

し，大地震時にも捻れて制震効果を発揮するといえるものである。

　また，【００２２】段落の「小地震時には捻れること無く振動し，大地震時には捻れて制震効果を発揮する制

震架構として実施することができる。」の記載は，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーの使用を前提としたもので

あり，この記載をもって，「小地震時に制震効果を発揮すること」を排除しているとはいえない。

　したがって，訂正事項１の「前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され，小地震時にも大地

震時にも制振効果を発揮する」点は，訂正前の請求項１の「前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に

設置されている」点について，【００２２】段落の「特に，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーは，降伏（又は滑

り）の前と後とでは特性が変わるため，例えば降伏前の剛構面と柔構面の剛性比を同じ１：１にして，降伏後に

剛性が２：１になるように設計すれば，小地震時には捻れること無く振動」することを除いている，すなわち，

「小地震時には，捻れること無く振動して制震効果を発揮しない」点を除いていると認められるから，特許請求

の範囲の減縮を目的とするものである。

　そして，訂正事項１の「前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され，小地震時にも大地震時

にも制振効果を発揮する」点は，【００２２】段落の「ダンパー３、７の構造形式と種類に関しては，オイルダ

ンパー，粘弾性ダンパー，鋼材系のダンパー，摩擦ダンパー等々を適宜に使用することができる。」の記載にお

いて，「オイルダンパー，粘弾性ダンパー」を使用する場合には，それらのダンパーの特性から，【００２２】

段落の「特に，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーは，降伏（又は滑り）の前と後とでは特性が変わるため，例え

ば降伏前の剛構面と柔構面の剛性比を同じ１：１にして，降伏後に剛性が２：１になるように設計すれば，小地

震時には捻れること無く振動」することとされたものではなく，「小地震時には捻れて制震効果を発揮し，大地

震時にも捻れて制震効果を発揮する」ことになるので，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内

の訂正である。

　次に，訂正事項２に関し，訂正事項２は，特許明細書の請求項１と引用形式の請求２を合体して，独立形式で

新たな請求項２として訂正したもので，実質的な内容は変更されていない。一方，上記のように訂正事項１によ

り，請求項１は減縮されているので，特許請求の範囲の欄全体を考えると減縮されていることになり，訂正事項

２は，特許請求の範囲の減縮を目的とするものであり，願書に添付した明細書又は図面に記載した事項の範囲内

の訂正であり，実質上特許請求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。

　また，訂正事項３，４は，訂正前の明細書の段落【０００９】，【００１０】の記載を，訂正された特許請求

の範囲に整合させるための訂正であるから，明りょうでない記載の釈明を目的とするものであり，実質上特許請

求の範囲を拡張し又は変更するものでもない。

　したがって，上記訂正事項１ないし４は，平成２３年改正前特許法第１３４条の２第１項の訂正の目的に適合

し，同法第１３４条の２第５項において準用する同法第１２６条第３項及び４項の規定に適合するから，当該訂

正を認める。　

 　

第５　本件特許発明

　上記のとおり訂正が認められるから，本件特許の請求項１及び２に係る発明は，訂正明細書の特許請求の範囲

の請求項１及び２に記載された事項により特定される次のとおりのものと認める。

 　

【請求項１】

　減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって，

　構造物の架構は，水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩
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して剛心と重心が偏心するように設計されており，

　重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし，該剛構面に対面して配置され，該剛構面よりも剛心からの距離

が遠い側の構面を柔構面とし，前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され，小地震時にも大地

震時にも制震効果を発揮することを特徴とする，制震架構。

　

【請求項２】

　減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって，

　構造物の架構は，水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩

して剛心と重心が偏心するように設計されており，

　重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし，該剛構面に対面して配置され，該剛構面よりも剛心からの距離

が遠い側の構面を柔構面とし，前記構造物の質量が均質で，前記構造物の外周の構面にのみ剛性要素が有る場合

に，対面する剛構面と柔構面との剛性比が２：１となるように設計されると共に前記柔構面に前記剛構面よりも

減衰装置が集中的に設置されていることを特徴とする，制震架構。

 （以下，請求項１及び２に係る発明を，それぞれ「本件発明１」及び「本件発明２」という。）

 　

第６　無効理由についての判断

１．甲号各証の記載内容

（１）本件特許の出願前に頒布された甲第１号証（コンクリート工学年次論文報告集　第２１巻第３号　１９９

９年，社団法人　日本コンクリート工学協会，１９９９年６月２１日発行，第１１４７頁～第１１５２頁，「論

文　履歴型ダンパーを付加した鉄筋　コンクリート造剛性偏心建物の地震応答特性に関する研究」）には，次の

記載が認められる。

（１ａ）「要旨：・・・本論はねじれ応答成分を低減させるように低降伏点鋼ダンパーを建物に付加し，建物に

無偏心建物と同等の耐震性を与えることを考える。」（第１１４７頁第１行～第４行）

　

（１ｂ）「ねじれの影響により耐震性が低下している建物に対し，構造部材を補強するのではなく，履歴型ダン

パーを用いねじれ応答を低減させ無偏心建物と同程度の耐震性を建物に与える制震補強を提案するために，履歴

型ダンパーによるねじれ応答低減効果を検討する。」（第１１４７頁左欄第７行～第１３行）

　

（１ｃ）「図－１に示す様に無偏心モデルと偏心モデルは連層耐震壁を含む構面（Ｙ２）と純フレームの構面（

Ｙ１）を入れ換えることにより作成する。」（第１１４７頁右欄第７行～第１０行）

　　

（１ｄ）「平面的配置位置はねじれ応答に効果を発揮させるために振られ側の構面であるＹ５とし，同じ特性の

ＨＤ１とＨＤ２を２つ設置する（図－１）。鉛直方向には同位置に同特性の履歴ダンパーを全階に設置する。」

（第１１４７頁右欄第２１行～第１１４８頁左欄第３行）ここで，この記載事項から，「ＨＤ」は履歴ダンパー

(Hysteresis　Damper)の略であると認められる。

　

（１ｅ）上記（１ｃ）の記載と図－１を参照すると，図－１左側の無偏心モデルには構面Ｙ２と構面Ｙ４に連層

耐震壁が配置されている構成が，右側の偏心モデルには，無偏心モデルの構面Ｙ１の位置に入れ換えられた構面

Ｙ２と，無偏心モデルと同一位置の構面Ｙ４に連層耐震壁が配置されている構成が図示されている。右側の偏心

モデルの構面Ｙ１，構面Ｙ３，構面Ｙ５は耐震壁のない柱・梁のフレームで構成されている。

　そして，図－１における右側の平面形状は「偏心」モデルであることから，重心と剛心が偏心していると認め

られる。

　ここで，連層耐震壁を含む構面は連層耐震壁を含まない構面より構面内方向の曲げ剛性が大きいから，右側の

偏心モデルでの構面Ｙ２と構面Ｙ４は横面Ｙ１，Ｙ３，Ｙ５との対比では剛である構面になり，構面Ｙ１，Ｙ３

，Ｙ５は相対的に柔である構面になるといえる。

　また，右側の偏心モデルでは長辺方向に架構の外周側に位置する２構面の内，一方の構面である耐震壁のない

構面Ｙ５が，上記（１ｄ）の「振られ側の構面であるＹ５」との記載から，ねじれ振動を想定した柔である構面

であることが明らかにされている。そして，剛である構面Ｙ２は，偏心していることから重心よりも剛心に近い

側の構面となり，柔である構面（Ｙ５）は，構面（Ｙ２）よりも剛心からの距離が遠い側の構面となるものであ

る。
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　さらに，右側の偏心モデルでは，剛である構面Ｙ２は，建物の外周の構面に，剛である構面Ｙ４は建物の内部

に有り，履歴ダンパーは建物の外周の構面Ｙ５のみにあること、すなわち履歴ダンパーが集中的に設置されてい

ることが図示されている。そして，剛である構面と履歴ダンパーは剛性要素といえる。

　　

（１ｆ）図－１における右側の偏心モデルにおいて，構面Ｙ２の中心線を基準線にし，構面Ｙ２から，位置が不

明な剛心Ｓｅまでの距離をＬ１とし，Ｘ方向（長辺方向）に隣接する全構面間（Ｙ２－Ｙ１間，Ｙ１－Ｙ３間，

Ｙ３－Ｙ４間，Ｙ４－Ｙ５間）の距離が等しいと仮定し，この距離をＬＯとする。Ｘ方向（長辺方向）とＹ方向

（短辺方向）の各構面の交わる点には水平二方向に均等に柱が配置されているから，柱の存在は剛心Ｓｅの位置

には影響しないため，剛心Ｓｅの位置を求める上では偏心モデルの平面内に構面Ｙ２と構面Ｙ４に耐震壁のみが

配置されていることと同等である。

　そこで，Ｘ２－Ｘ３間の構面Ｙ２と構面Ｙ４に配置されている耐震壁の幅（Ｙ方向の距離）をＷ，厚さをｄと

すると，構面Ｙ２の中心線から剛心Ｓｅまでの距離Ｌ１はＬ１＝（Ｗ×ｄ×３ＬＯ）／（２×Ｗ×ｄ）＝１．５

ＬＯになる。分子の「Ｗ×ｄ」は１枚の耐震壁の面積であり，構面Ｙ４の耐震壁の面積である。構面Ｙ２の耐震

壁の面積も「Ｗ×ｄ」であるが，基準線（構面Ｙ２の中心線）から構面Ｙ２の耐震壁の中心までの距離が０であ

るため，分子には加えていない。「３Ｌ」は基準線（構面Ｙ２の中心線）から構面Ｙ４の耐震壁の中心線までの

距離であり，分母の「２×Ｗ×ｄ」は構面Ｙ２と構面Ｙ４の耐震壁の面積（Ｗ×ｄ）の和である。

　構面Ｙ２の中心線から剛心Ｓｅまでの距離Ｌ１は基準線に関するＸ方向の断面１次モーメントの和／全断面積

であるから，上記の通り，Ｌ１＝１．５ＬＯを得る。Ｌ１（構面Ｙ２の中心線から剛心Ｓｅまでの距離）＝１．

５ＬＯであるから，剛心Ｓｅから構面Ｙ５の中心線までの距離Ｌ２は２．５ＬＯになる。

　ここで，Ｌ１／Ｌ２＝１．５／２．５＝０．６になるが，構面Ｙ５の内，二つの壁面（Ｘ１－Ｘ２間とＸ３－

Ｘ４間）の全階に配置されている履歴ダンパー（ＨＤ）の剛性を考慮すれば，剛心Ｓｅは構面Ｙ５に寄るため，

Ｌ２（＝２．５），すなわち１．５／２．５の分母は少し小さくなる。そこで，Ｌ１／Ｌ２を例えば１．５／２

．２に補正することにすれば，約０．６８になるから，約１．６／２．４（＝０．６７）～１．７／２．３（＝

０．７４）の程度になる。

　以上により，Ｌ１／Ｌ２は約１．６／２．４～１．７／２．３程度になり，その逆数のＬ２／Ｌ１が約１．３

５～１．５：１になるものであり，請求人の弁駁書の主張のとおりであると認められる。

　

　これらの記載によれば，甲第１号証には，次の発明が記載されていると認められる。

　

「履歴型ダンパーを付加して建物のねじれ応答成分を低減させる耐震性を建物に与える制震補強をした建物であ

って，

　前記建物は，ねじれの影響により耐震性が低下し，剛心と重心が偏心していて，

　前記建物の外周の構面と内部に剛性要素が有り，

　重心よりも剛心に近い側の構面（Ｙ２）と，該構面（Ｙ２）に対面して配置され，該構面（Ｙ２）よりも剛心

からの距離が遠い側の構面（Ｙ５）とがあり，構面（Ｙ５）に履歴ダンパーが集中的に設置されており，

　剛心から対面する構面（Ｙ２）と構面（Ｙ５）までの距離の比が約１．３５～１．５：１となっている制震補

強をした建物。」（以下、「甲１発明」という。）

　

（２）本件特許の出願前に頒布された甲第６号証（日本建築学会大会学術講演梗概集（関東) ，１９９３年９月

発行，第６４３頁～第６４４頁，「ねじれる建物の制震（ねじれ振動に対する粘性体ダンパーの効果の実験的研

究）」）には，次の記載が認められる。

（２ａ）「１．はじめに

　アスファルト系粘性体を用いた減衰機構を付加することにより，ねじれ振動を抑制させることができるか，水

平力によりねじれない建物模型と水平力によりねじれる建物模型との場合に分け，実験により調査した」（第６

４３頁左欄第１行～第６行）

　

（２ｂ）「○２水平力によりねじれる建物

　水平力によりねじれる建物は，減衰機構による減衰力は，回転中心からはなれた構面に付加することが必要で

ある。」（第６４４頁右欄第１６行～第１９行。なお，○２は丸の中に数字２等を表す。以下同様。）
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（３）本件特許の出願前に頒布された甲第７号証（日本建築学会大会学術講演梗概集（九州) ，１９９８年９月

発行，第３７９頁～第３８０頁，「建築構造物付加粘性ダンパーの伝達関数を用いた有効配置法」）には，次の

記載が認められる。

「１．序　　　これまでに，ダンパーの最適配置に関する種々の研究がなされている（例えば，［１，２］）。

本論文では，剛性が与えられた構造物に粘性ダンパーを有効配置する問題に対する理論およびそれに基づく数値

的手法を新たに提案する。」（第３７９頁左欄第１行～第５行）

　　

（４）本件特許の出願前に頒布された甲第８号証（日本建築学会大会学術講演梗概集（九州) ，１９９８年９月

発行，第８９３頁～第８９４頁，「粘弾性体ダンパーの木造在来構法住宅への利用（その４：ダンパーを付加し

た実在木造住宅の振動実験）」）には，次の記載が認められる。

「我々は前報で一般的な木造在来構法を対象とし粘弾性体によるダンパー機構を考案し，その性能について報告

した。本報では，そのダンパーを実在する２階建て木造住宅に取り付け，自由振動実験及び起振機による強制振

動実験を行い，ダンパーの効果を実験的に調査した。」（第８９３頁左欄第３行～第８行）

　

（５）本件特許の出願前に頒布された甲第９号証（新日鉄技法第３５６号（１９９５），第３８頁～第４６頁，

「耐震，免震，制振技術の開発」）には，次の記載が認められる。

「中小地震から大地震に至るまでの広範囲にわたって制震効果を発揮しうる制震機構として開発されたのが，極

低降伏点鋼を用いた鋼板パネルを制震源とする制震パネルであり，」（第４０頁左欄第１８行～第２１行）

　　

（６）本件特許の出願前に頒布された甲第１０号証（日本建築学会大会学術講演梗概集（中国)，１９９９年９

月発行，第１０８１頁～第１０８２頁，「鋼梁ダンパーで連結された連層耐震壁架構に関する研究（その１　地

震応答特性）」）には，次の記載が認められる。

「鋼梁ダンパーはそのエネルギー吸収能力を十分に発揮するためレベル１クラスの地震に対しても降伏を許すも

のである。このように初期から降伏する鋼梁ダンパーは建物の剛性，耐力に寄与する構造体というよりはむしろ

減衰機構（エネルギー吸収機構）としての性質が強い。」（第１０８１頁左欄第１８行～第２３行）

　

２．本件発明１と甲１発明との対比・判断

２－１　対比

　本件発明１と甲１発明とを対比する。

　甲１発明の「履歴型ダンパー」が，本件発明１の「減衰装置」に，

「制震補強をした建物」が「制震架構」に相当している。

　次に，甲１発明の建物は「ねじれの影響により耐震性が低下」しているので，水平方向の加振に対して，本件

発明１のように「捻れ振動を発生」することになるといえる。

　甲１発明では，剛性のある面の位置を入れ換えて偏心モデルとして「剛心と重心が偏心」していることから，

本件発明１の「構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩して剛心と重心が偏心」に相当する。

　（１ｅ）の記載事項から，甲１発明の「構面（Ｙ２）」が本件発明１の「剛構面」に，「構面（Ｙ５）」が「

柔構面」に相当するといえる。

　甲１発明の「構面（Ｙ５）に履歴ダンパーが集中的に設置」は，剛構面に相当する構面（Ｙ２）には履歴ダン

パーが設置されていないことから，本件発明１の「柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置」に相当

する。

　

　したがって，両者は以下の点で一致している。

　「減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって，

　構造物の架構は，水平方向の加振に対して捻れ振動を発生し構面の剛性を崩して剛心と重心が偏心しており，

　重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし，該剛構面に対面して配置され，該剛構面よりも剛心からの距離

が遠い側の構面を柔構面とし，前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置されている制震架構。」

　

　そして，以下の点で相違している。

（相違点１）

　構造物の架構は，本件発明１では，「剛心と重心が偏心するように設計されて」いるのに対し，甲１発明は，
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「剛心と重心が偏心して」いる点。

（相違点２）

　本件発明１では，「小地震時にも大地震時にも制振効果を発揮する」のに対し，甲１発明は，そのような制振

効果を発揮するか記載がない点。

　　

２－２　判断

（１）相違点１について

　本件発明１では，「剛心と重心が偏心するように設計されて」いるという記載であるのに対し，甲１発明は，

「剛心と重心が偏心して」いるという記載であり，両者は表現上相違しているが，制震架構が「剛心と重心が偏

心している」という構成において，相違するものではなく，この点は実質的な相違点とは認められない。

　

（２）相違点２について

　被請求人は，請求項１の「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」の記載は，鋼材系のダンパーや摩

擦ダンパーの使用は含まれないことを意図していると口頭審理において主張した。

　このことから，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーの使用ではない，「速度依存型ダンパー（オイルダンパー，

粘弾性ダンパー等）の使用」について検討する。

　例えば，甲第６号証～甲第８号証には，履歴型ダンパー（弾塑性ダンパー等）以外の，すなわち降伏点を境界

として履歴特性に変化がある変位依存型ダンパー以外の速度依存型ダンパー（オイルダンパー，粘性ダンパー等

）を建物に使用した周知技術が記載されている。同様に，本件の審査時に，平成２２年８月１９日付け拒絶理由

通知書で提示された特開２０００－１７９１８０号公報（【００４２】段落に「また，外部耐震構造体に，粘性

体を使用したもの，オイルダンパーを使用してもよい。」等審査官が指摘した事項）にも，地震動エネルギーを

吸収するために，外部耐震構造体としてオイルダンパー，粘性ダンパー等を使用することが記載されている。

　そして，例えば，甲第６号証で，ねじれる建物に粘性体ダンパーを付加した技術事項が記載されているように

，甲１発明の履歴型ダンパーに代えて，甲第６号証～甲第８号証，特開２０００－１７９１８０号公報記載のよ

うな従来周知の速度依存型ダンパー（オイルダンパー、粘性ダンパー等）を採用し，本件発明１の相違点２の構

成とすることは当業者が容易に想到し得るものである。

　

　一方，上記のように，被請求人は，請求項１の「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」の記載は，

鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーの使用は含まれないことを意図していると主張したが，請求項１には，減衰装

置の構造形式と種類を限定する記載はないので，文言上，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーの使用は除かれてい

ないものである。そこで，鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーの使用を前提とした「小地震時にも大地震時にも制

震効果を発揮する」ことが容易に想到し得るものであるか否かについても検討しておく。例えば，甲第９号証及

び甲第１０号証には，中小地震から大地震に至るまでの広範囲にわたって制震効果を発揮する極低降伏点鋼を用

いた鋼板パネルを制震源とする制震パネルを用いた点や鋼梁ダンパーはそのエネルギー吸収能力を十分に発揮す

るためレベル１クラスの地震にも降伏を許すものが記載されている。

　甲１発明の履歴型ダンパーは，記載事項（１ａ）のように低降伏点鋼ダンパーを用いているが，例えば，従来

周知の上記甲第９号証及び甲第１０号証のような，「小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮する」極低降伏

点鋼を用いた履歴型ダンパーを選択して，本件発明１の相違点２の構成とすることも当業者が容易に想到し得る

ものである。

　

　したがって，本件発明１は，甲１発明及び従来周知の技術に基いて，当業者が容易に発明をすることができた

ものであるから，特許法第２９条第２項の規定により，特許を受けることができないものである。

　　

３　本件発明２と甲１発明との対比・判断

３－１　対比

　本件発明２と甲１発明とを対比する。

　甲１発明の「履歴型ダンパー」が，本件発明２の「減衰装置」に，

「制震補強をした建物」が「制震架構」に相当している。

　次に，甲１発明の建物は「ねじれの影響により耐震性が低下」しているので，水平方向の加振に対して，本件

発明２のように「捻れ振動を発生」することになるといえる。
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　甲１発明では，剛性のある面の位置を入れ換えて偏心モデルとして「剛心と重心が偏心」していることから，

本件発明２の「構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩して剛心と重心が偏心」に相当する。

　（１ｅ）の記載事項から，甲１発明の「構面（Ｙ２）」が本件発明２の「剛構面」に，「構面（Ｙ５）」が「

柔構面」に相当するといえる。

　甲１発明の「構面（Ｙ５）に履歴ダンパーが集中的に設置」は，剛構面に相当する構面（Ｙ２）に履歴ダンパ

ーが設置されていないことから，本件発明２の「柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置」に相当す

る。

　甲１発明の「剛心から対面する構面（Ｙ２）と構面（Ｙ５）までの距離の比」（すなわちＬ１／Ｌ２）は，そ

の逆数（Ｌ２／Ｌ１）が本件発明２の「対面する剛構面と柔構面との剛性比」に相当するので，甲１発明の「剛

心から対面する構面（Ｙ２）と構面（Ｙ５）までの距離の比が約１．３５～１．５：１」と，本件発明２の「対

面する剛構面と柔構面との剛性比が２：１」とは，「対面する剛構面と柔構面との剛性比が所定値」である点で

共通する。　

　

　したがって，両者は以下の点で一致している。

　「減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって，

　構造物の架構は，水平方向の加振に対して捻れ振動を発生し構面の剛性を崩して剛心と重心が偏心しており，

　重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし，該剛構面に対面して配置され，該剛構面よりも剛心からの距離

が遠い側の構面を柔構面とし，対面する剛構面と柔構面との剛性比が所定値であり前記柔構面に前記剛構面より

も減衰装置が集中的に設置されている制震架構。」

　

　そして，以下の点で相違している。

（相違点イ）

　構造物の架構は，本件発明２では，「剛心と重心が偏心するように設計されて」いるのに対し，甲１発明は，

「剛心と重心が偏心して」いる点。

（相違点ロ）

　本件発明２では，構造物が「構造物の質量が均質で，前記構造物の外周の構面にのみ剛性要素が有る場合」と

限定されたものであるに対し，甲１発明では，建物の質量が均質かどうか不明であり，前記建物の外周の構面と

内部に剛性要素が有る点。

（相違点ハ）

　剛性比の所定値が，本件発明２では，「２：１となるように設計されている」のに対し，甲１発明では，約１

．３５～１．５：１である点。

　

３－２　判断

（１）相違点イについて

　上記「２－２　（１）」に記載のとおり，実質的な相違点とはならない。

　

（２）相違点ロ，ハについて

　本件発明２と甲１発明との上記相違点ロ，ハについては，甲第２号証ないし甲第１０号証の何れにも記載され

ていないし示唆もない。

　そして，本件発明２は，相違点ロ，ハに係る構成を共に備えることにより，構造物が水平方向に加振されたと

きに，同構造物が捻れ振動を起こすことにより，減衰装置を設置した特定の架構面に変形を集中させ，減衰装置

の作用効果を最大限度に発揮させるという効果が得られると認められる。

　したがって，本件発明２は，甲第１号証ないし甲第１０号証に記載された発明に基いて当業者が容易に発明を

することができたものとすることはできない。

　なお，甲第１１号証及び甲第１２号証は，本件特許の出願以降に発行された刊行物であるため，本件出願時の

技術水準を表わす証拠としては採用しない。

　

４．まとめ

　上記「２－２」及び「３－２」で判断した結果を第１の無効理由及び第２の無効理由に沿ってまとめると以下

のとおりとなる。
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４－１　第１の無効理由について

　本件発明１と甲１発明と対比すると，相違点２が存在するので，両者は同一ではなく，理由がない。

　　

４－２　第２の無効理由について

（１）本件発明１と甲１発明と対比すると，相違点２の点は当業者が容易に想到し得るので，理由がある。

（２）本件発明２と甲１発明と対比すると，相違点ロ，ハが存在し，当業者が容易に想到することができたとは

いえないので，理由がない。

 　

第７　むすび

　以上のとおり，本件発明１に係る特許は，特許法第２９条第２項の規定に違反してなされたものであり，同法

第１２３条第１項第２号に該当し，無効とすべきものである。また，請求人の主張する理由及び証拠方法によっ

ては，本件発明２に係る特許を，無効とすることはできない。

　審判に関する費用については，特許法第１６９条第２項において準用する民事訴訟法第６４条の規定により，

請求人及び被請求人がそれぞれ負担すべきものとする。

　よって，結論のとおり審決する。

【審決日】平成２４年１０月５日（２０１２．１０．５）

【審判長】【特許庁審判官】高橋　三成

【特許庁審判官】鈴野　幹夫

【特許庁審判官】中川　真一

（１９）【発行国・地域】日本国特許庁（ＪＰ）

（１２）【種別】特許訂正明細書（Ｈ）

（５１）【国際特許分類（参考情報）】

Ｅ０４Ｈ　　９／０２

【ＦＩ】

Ｅ０４Ｈ　　９／０２　　　３０１

Ｅ０４Ｈ　　９／０２　　　３１１

（１１）【特許番号】特許第４７００８１７号（Ｐ４７００８１７）

【審判番号】無効２０１１－８００２６３（Ｐ２０１１－８００２６３／Ｊ３）

【審判請求日】平成２３年１２月２２日（２０１１．１２．２２）

【審決確定日】平成２５年１０月９日（２０１３．１０．９）

（７０）【訂正請求人】

【氏名又は名称】株式会社竹中工務店

【住所又は居所】大阪府大阪市中央区本町四丁目１番１３号

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】中島　淳

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】加藤　和詳

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】福田　浩志

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】坂手　英博

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】清武　史郎

【代理人】
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【弁理士】

【氏名又は名称】上野　敏範

【代理人】

【弁理士】

【氏名又は名称】竹内　満

【訂正の要旨】

審決（決定）の【理由】欄参照。

（５４）【発明の名称】

制震架構

（５７）【特許請求の範囲】

　【請求項１】

　減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって、

　構造物の架構は、水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩

して剛心と重心が偏心するように設計されており、

　重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし、該剛構面に対面して配置され、該剛構面よりも剛心からの距離

が遠い側の構面を柔構面とし、前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置され、小地震時にも大地

震時にも制震効果を発揮することを特徴とする、制震架構。

　【請求項２】

　減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって、

　構造物の架構は、水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩

して剛心と重心が偏心するように設計されており、

　重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし、該剛構面に対面して配置され、該剛構面よりも剛心からの距離

が遠い側の構面を柔構面とし、前記構造物の質量が均質で、前記構造物の外周の構面にのみ剛性要素が有る場合

に、対面する剛構面と柔構面との剛性比が２：１となるように設計されると共に前記柔構面に前記剛構面よりも

減衰装置が集中的に設置されていることを特徴とする、制震架構。

【発明の詳細な説明】

　【０００１】

　【発明の属する技術分野】

この発明は、地震時や強風時における構造物の振動応答の低減を図った制震架構の技術分野に属する。

　【０００２】

　【従来の技術】

地震時や強風時における構造物の振動応答の低減を図る手段として、従来、オイルダンパー、粘弾性ダンパー、

鋼材系のダンパー、摩擦ダンパー等、種々の減衰装置が開発され実用に供されている。そして、前記のような減

衰装置（以下、単にダンパーと言う場合がある。）を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構も種々知

られている。但し、同じ容量の減衰装置を設置しても、設置した場所の力学性状ないし条件によっては、減衰装

置が架構若しくは構造物に与える制震効果（揺れを小さく抑制する減衰効果）が異なることは、既に当業者に良

く知られている。一般的に、減衰装置に加えられる変形量と力が大きい場所に設置するのが、減衰装置の効率の

良い使い方と配置であると理解されている。例えば、

　【０００３】

　Ａ．特開２０００－２７２９４号公報に開示された制震架構は、柱梁接合部を通常の剛接合よりも低剛性のピ

ン接合に近い半剛接合（セミリジッド）として、地震時等の水平力の大半を減衰装置へ集中させ、減衰装置によ

る減衰作用（地震エネルギーの吸収作用）の効率化が図られている。

　【０００４】

　Ｂ．特開平１１－５０６８８号公報に開示された制振架構は、振動性状が異なる２種の構造物（例えば建物の

水平断面の中心部に位置するコア部と、その外周部に位置する居住部のような一般架構部）とをエキスパンショ

ンジョイントと減衰装置で連結した、いわゆる連結制震の架構である。

　【０００５】

　【発明が解決しようとする課題】

上記Ａの制震架構の場合、構造物における主架構の一つの架構面（柔構面）において減衰装置が効率的に働くよ

うに工夫したものであり、構造物全体の振動特性を考慮した発明ではない。したがって、構造物全体としては振
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動特性を更に最適化する工夫の余地がある。

　【０００６】

一方、上記Ｂの制振建物は、構造物全体の振動特性を考慮した発明と認められるが、架構の剛性や質量、配置に

制約が多く、この発明を実施可能な建物は限られている。

　【０００７】

ところで、一般的に構造物にとって捻れ振動は望ましくないものであり、構造設計者は、捻れ振動が発生しない

ように構造物の質量及び剛性の平衡度を考慮した設計を行うよう努力している。しかし、構造物に捻れ振動が起

こらない場合、構造物の各層に発生する変形量は、層毎に場所に拘らず一定であり、減衰装置の配置に関してあ

る程度以上の最適化を図ることができないという問題を包んでいる。

　【０００８】

本発明の目的は、一般的に構造物にとって捻れ振動は望ましくないという一般常識を覆して、逆転の発想として

、敢えて捻れ振動が発生するような架構形式に設計した上で、減衰装置の作用効果を最適化して、結果的に構造

物の捻れ振動が発生しないように改良工夫した制震架構を提供することである。

　【０００９】

本発明の次の目的は、構造物が水平方向に加振されたときに、同構造物が捻れ振動を起こすことにより、減衰装

置を設置した特定の架構面に変形を集中させ、減衰装置の作用効果を最大限度に発揮させるように工夫した制震

架構を提供することである。

　【００１０】

上述の課題を解決するための手段として、請求項１に記載した発明に係る制震架構は、

減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって、

構造物の架構は、水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩し

て剛心と重心が偏心するように設計されており、重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし、該剛構面に対面

して配置され、該剛構面よりも剛心からの距離が遠い側の構面を柔構面とし、前記柔構面に前記剛構面よりも減

衰装置が集中的に設置され、小地震時にも大地震時にも制震効果を発揮することを特徴とする。

　【００１１】

請求項２記載の制震架構は、

減衰装置を取り付けて構造物の振動応答を低減する制震架構であって、

構造物の架構は、水平方向の加振に対して捻れ振動を発生するように構面の剛性又は構造物の質量の平衡を崩し

て剛心と重心が偏心するように設計されており、重心よりも剛心に近い側の構面を剛構面とし、該剛構面に対面

して配置され、該剛構面よりも剛心からの距離が遠い側の構面を柔構面とし、前記構造物の質量が均質で、前記

構造物の外周の構面にのみ剛性要素が有る場合に、対面する剛構面と柔構面との剛性比が２：１となるように設

計されると共に前記柔構面に前記剛構面よりも減衰装置が集中的に設置されていることを特徴とする。

　【００１２】

　【発明の実施形態】

以下、図示した本発明の実施形態を説明する。

　【００１３】

図１は、請求項１記載の発明に係る制震架構の第１の実施形態を示している。これは説明を簡単にするために、

２構面をもつ構造物１に関して、１方向（振動方向＝Ｙ方向）にのみ本発明を適用した場合の実施形態である。

即ち、制震を考慮する方向（振動方向）は、図１中に指示したＹ方向（１方向）のみである。Ｘ方向の両端に位

置する２構面のうち、一つの構面は、重心よりも剛心に近い側の比較的剛な構面（以下、これを剛構面Ａという

。）であり、図１の場合はブレース２を採用して剛性を高めた構成を示している。他の一つの構面は該剛構面Ａ

に対面して配置され、該剛構面Ａよりも剛心からの距離が遠い側の比較的柔らかい構面（以下、これを柔構面Ｂ

という。）であり、図１の場合はブレースの無いフレーム構造とされている。

　【００１４】

構造物１の質量の分布に偏りがない場合、図１の剛構面Ａと柔構面Ｂとの剛性比は２：１程度が目安とされる。

このような構造物１を振動方向（Ｙ方向）へ加振した場合を、平面的に見ると、図２ａ、ｂ、ｃのような捻れ振

動を発生し、捻れの中心から遠い柔構面Ｂの振動が、剛構面Ａよりも大きくなる。

　【００１５】

そこで前記の柔構面Ｂへ集中的に減衰装置（ダンパー）３を設置することにより、同柔構面Ｂの振動が比較的大

きい性質を利用して減衰装置３を効果的に活用する、というのが本発明の要点である。図１及び図２ｃはブレー
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ス型のダンパー３の適用を模式化して示している。

　【００１６】

勿論、本発明の実施は、図１のように２構面、１方向への振動のみする架構への適用に限らない。剛心位置が上

述した２構面の場合の目安である剛性比２：１の場合（図１１ａを参照）と同じ位置（剛構面Ａ側から柔構面Ｂ

側に向かって建物幅の１／３の位置＝図１１ｂを参照）となるように各構面の剛性を設計すれば良いのである。

但し、前記した剛性比の目安の位置は、構造物１の質量の分布に偏りがないことを前提条件とした場合の値であ

る。質量に偏りがある場合には、同程度の偏心（重心と剛心のズレ）を生ずるように各構面の設計を行えば良い

。例えば重心位置が剛構面側に向かって建物幅の２／３の位置にある場合、剛構面と柔構面の剛性は同程度（１

：１）であっても良い。

　【００１７】

要するに、敢えて２方向に適用する必要はないが、２方向に適用する場合は、各方向別に同様の設計を行えば良

く、そうすると全く同様に本発明を実施できるのである。

　【００１８】

図３と図５には、本発明の第２、第３の実施形態を示している。これらの実施形態は、本発明を水平２方向に捻

れ振動する架構に適用した場合の実施例であり、長辺方向（Ｘ方向）の両端部に剛構面Ａと柔構面Ｂがある構成

が図１の例と共通する。もっとも、ブレース２やダンパー３は構造物１の全層に設置しているが、この限りでは

ない。主要な層にのみ設置して実施することもできる。図３において特徴的な構成は、長辺方向の両構面（図３

の正面側と背面側に相当）に剛性の差を付与する手段として、正面側の柱の一部を間柱４として柔構面に設計し

、この柔構面にダンパー５を取り付けている構成法は図１の実施例と同じである。図３の構造物１が短辺方向（

Ｙ方向）に振動する場合の様子を図４ａに示し、長辺方向に振動する場合の様子を図４ｂに示す。

　【００１９】

図５に示す制震架構の実施形態は、短辺方向に３構面Ａ、Ｂ、Ｃがあり、中間の構面Ｃを図中左方（剛構面Ａ寄

り）に寄せることにより、いわゆる剛心位置が左方に位置し、捻れを生ずること、及び振動の様子は図４ａ、ｂ

と同じになる。図５の場合、長辺方向の両構面（正面側と背面側）に剛性の差を付与する手段として、柱梁の接

合部６（丸印の箇所）を半剛接合（もしくはピン接合）として柔構面に設計している。そして、ブレース形式の

ダンパー７を取り付けている点は図１の基本構成と同じである。通常、耐震架構面は剛接合（と見なせる方法に

よる半剛接合を含む）とされるが、前記のように半剛接合で良い場合には接合のコストダウンを図れるメリット

が大きい。

　【００２０】

次に、図６に示す制震架構の実施形態は、構造物１の質量に偏りを付与して捻り振動を生じさせる実施例を示す

。図６の場合は、図中左側部分Ｄのみ高さを大きくしてあり、重心位置が左方へ偏っている。その結果、図７に

示すような捻り振動を生じる。振幅が大きい柔構面Ｂ（捻れの中心から遠い側の構面）にブレース型のダンパー

３が設置されていることも図１の例と同じである。

　【００２１】

なお、剛構面Ａと柔構面Ｂの設計は、部材断面の調整によって剛性に差を付与する手法で実現することも可能で

あるし、構造形式の違いにより剛性に差異を生じさせることも可能である。たとえば「剛構面を剛接合のラーメ

ン構造、柔構面を半剛接合のラーメン構造」としたり、「剛構面をブレース構造、柔構面をブレースの無い剛接

合のラーメン構造」とする場合のほか、「ＲＣ構造で剛構面側に壁を設ける」等々の設計で対処することができ

る。

　【００２２】

また、ダンパー３、７の構造形式と種類に関しては、オイルダンパー、粘弾性ダンパー、鋼材系のダンパー、摩

擦ダンパー等々を適宜に使用することができる。特に、鋼材系のダンパーや摩擦ダンパーは、降伏（又は滑り）

の前と後とでは特性が変わるため、例えば降伏前の剛構面と柔構面の剛性比を同じ１：１にして、降伏後に剛性

が２：１になるように設計すれば、小地震時には捻れること無く振動し、大地震時には捻れて制震効果を発揮す

る制震架構として実施することができる。

　【００２３】

次に、本発明の作用効果を示すために、１質点の構造物を対象にパラメータスタディを行った結果を説明する。

　【００２４】

先ず構造物のモデルとして、図８に示す１質点２構面の建物を考える。階層の水平剛性を一定とし、図８に示す

剛構面Ａの剛性と、柔構面Ｂの剛性との比をｒ：１－ｒ、及びパラメータｒを用いて定義する。図８の架構にお
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けるそれぞれの構面に付加ダンパーをｑ：１－ｑの割合で配置し、その伝達特性（各振動数における入力加速度

に対する応答加速度の比）を調べた。付加ダンパーの総減衰係数は、ｒ＝０．５におけるモデルの固有振動数が

１となるよう基準化している。パラメータｒ、ｑの各値に対する伝達関数の最大値を図９にプロットする。捻れ

振動の場合は、質点の場所によって応答が異なる為、最大値としては両端の応答値の大きい方の値を示している

。

　【００２５】

図９によれば、伝達関数の最大値を最も小さくするのは、ｒ＝０．７、ｑ＝０の場合であることが分かる。即ち

、剛構面の剛性：柔構面の剛性＝０．７：０．３≒２：１とし、ダンパーを全て柔構面側に取り付けるのが最適

であることがわかる。このとき伝達関数の最大値は７５％程度に低減される。

　【００２６】

前記の伝達関数を、ｒ＝０．５、ｑ＝０．５の場合（剛性及び減衰をバランス良く配置する従来の設計法）と比

較して、図１０に示す。

　【００２７】

従来の設計法による場合は、捻れを生じないように設計するので、解析上、質点の場所による応答の違いはない

。一方、本発明による設計法による場合は、質点の場所による応答の違いがあるので、図中には「柔構面」と「

剛構面」及び構造物の「中心」の３箇所の応答値をそれぞれ示しているように、架構に生ずる捻れの如何により

応答の差が出る。「柔構面」の応答値が最も大きくなるが、それでも従来の設計法における応答値よりは小さく

なり、構造物の「中心」位置や「剛構面」の位置では更に応答が小さくなっていることがわかる。

　【００２８】

このように構造物を敢えて捻れるように設計した上で、ダンパーを集中的に配置することにより、同じダンパー

数量でも、応答を小さくすること、即ちダンパーを効率的に活用していることがわかる。

　【００２９】

　【発明の効果】

請求項１、２に記載した発明は、構造物にとって望ましくないという一般常識を覆して、逆転の発想として、敢

えて捻れ振動が発生するような架構形式に設計した上で、減衰装置の作用効果を最適化したので、結果的に捻れ

振動を含めた構造物の振動が小さくなる制震架構を提供する。

　【００３０】

本発明はまた、構造物が水平方向に加振されたときに、同構造物が捻れ振動を起こすことにより、減衰装置を設

置した特定の架構面に変形を集中させ、減衰装置の作用効果を最大限度に発揮させる制震架構を提供する。

【図面の簡単な説明】

　【図１】請求項１、２記載の発明に係る制震架構の第１の実施形態をスケルトンで示した斜視図である。

　【図２】ａ、ｂ、ｃは図１の構造物の振動状態を示した平面図と立面図である。

　【図３】本発明に係る制震架構の第２の実施形態をスケルトンで示した斜視図である。

　【図４】ａ、ｂは図３の構造物の振動状態を示した平面図である。

　【図５】本発明に係る制震架構の第３の実施形態をスケルトンで示した斜視図である。

　【図６】本発明に係る制震架構の第４の実施形態をスケルトンで示した斜視図である。

　【図７】図６の構造物の振動状態を示した平面図である。

　【図８】１質点２構面の建物モデル図である。

　【図９】伝達関数の最大値を示す図である。

　【図１０】ａは従来の設計法、ｂは本発明の設計法による伝達関数の比較図である。

　【図１１】ａ、ｂは剛心位置についての説明図である。

　【符号の説明】

　Ａ　剛構面

　Ｂ　柔構面

　３、７　減衰装置（ダンパー）

（２１）【出願番号】特願２００１－２６９２８（Ｐ２００１－２６９２８）

（２２）【出願日】平成１３年２月２日（２００１．２．２）

（５４）【発明の名称】制震架構

（５１）【国際特許分類（参考情報）】

Ｅ０４Ｈ　９／０２
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Ｅ０４Ｈ　９／０２

Ｅ０４Ｈ　９／０２

Ｅ０４Ｈ　９／０２

（６５）【公開番号】特開２００２－２２７４４９（Ｐ２００２－２２７４４９）

（４３）【公開日】平成１４年８月１４日（２００２．８．１４）

（１１）【特許番号】特許第４７００８１７号（Ｐ４７００８１７）

（２４）【登録日】平成２３年３月１１日（２０１１．３．１１）

【最終処分】一部成立

【審決時の請求項数（発明の数）】２

【前審関与審査官】田中　洋行


